
社会的養育全体の目標図

全家庭支援（養子縁組・里親を含む）

ニーズのアセスメントと支援計画

在宅での子ども家庭支援
・相談、家事援助
・ひろば等の利用
・保育園等の家庭との協働養育
・ショートステイ
・産前産後親子ホーム
・療育施設 等

一時保護・一時保護委託

市区町村子ども家庭支援拠点

・家庭復帰後の家庭支援のあり方

・市区町村の基盤の強化方法
・支援拠点のあり方

・コミュニティーソーシャルワークのあり方
（ニーズの把握と支援）
・在宅措置のあり方
・通所（治療的デイケア等）の場の開発
・妊娠期からの支援の構築
（内密出産の制度の検討を含む）
・産前産後親子ホームの構築
（社会的養護の一部の活用）
・児童家庭支援センターの役割
・親子分離中の家庭支援のあり方
・家庭復帰後の家庭支援のあり方

関
係
機
関

母子保健
子育て世代包括支援センター

検討事項

子どものニーズ評価

永続的

養子縁組

一時的
家庭と同様 家庭的
里親 施設

・家庭復帰支援のあり方

・継続性を担保するソーシャルワーク
・一時保護の機能の提示
・権利を保障した一時保護の場の要件

・「家庭と同様の養育環境」「できるだけ良好
な養育環境」「その要件」の整理
・アドボケート制度の構築
・包括的里親養育事業ガイドライン提示
・第三者評価基準の見直し、里親評価
・施設の機能およびあり方の総合的検討
・人材育成方法の提言
・継続的養育を意識したケアのあり方提言
・家庭復帰支援のあり方

包括的里親養育事業

自立支援・アフタケア

代替養育（分離ケア）

・地域子ども家庭支援での自立支援のあり方

・社会的養護の自立支援・アフタケアガイドラ
イン提示
・継続的支援の制度構築を提言

社会的養育の目標図を達成するためのプロセスを提言

児童相談所

要
対
協

調
整
機
関

在宅措置・通所措置（指導委託）

社会的養護

平成２９年４月２１日

第12回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会

資料１

平成29年2月24日「第10回新たな社会的養育の
在り方に関する検討会」資料３から変更なし
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「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」 
成果として提示すべき事項（案） 

～「社会的養護の課題と将来像」から「新たな社会的養育の構築」に向けて～ 
 

奥山 眞紀子 
 

 「社会的養護の課題と将来像」は、2011 年 6 月施設の人員に関する児童福祉施設最低基

準の見直しが行われたことを受けて、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会委員

の中で、里親および各施設種別の代表者と当事者団体の代表者で「児童養護施設等の社会

的養護の課題に関する検討委員会」を立ち上げて検討され、作成された。 
 その際、2009 年 12 月に国連総会にて採択決議された「児童の代替的養護に関する指針」

に関しては、その精神や内容が十分に議論されないまま、それまでの委員会で議論されて

きた「家庭的」養護と国連指針の「家庭」養護（family-based care）および「家庭的」養

護（family-like care）の整合性を表層的に示したのみであった。 
 その結果、多くの問題点が生じている。その一部を以下に揚げる。 
 １）社会的養護が「家庭で養育できない子どもの養育」という狭い観点で語られており、

全ての子どもの養育に関する社会（国連指針では国）の責任という観点が不明確である。 
 ２）国連指針で述べられている子どもが家庭で育つ権利に関しての原則が不明確である。 
３）「社会的養護の将来像」としながらも、既存のシステムの側から見ており、子どもを

中心として、在宅を含めた社会的養護のあるべき将来像全体を提示していない。 
５）養育の永続性に関しての議論が希薄で、養子縁組に関しての記載がほとんどない。 

 ６）小規模化・地域化は児童養護施設のみに適応され、他の施設に適応されていない。 
７）国連指針が排除を求める大型や大舎施設が残る形での方向性の提示となっている。 

 ８）ファミリーホームをすべて里親として「家庭」（family-based care）とした一方で、

その理念とは乖離する危険のある制度が構築されているが、それに関しての言及がない。 
９）社会的養護にとって最も重要な児童相談所が行うソーシャルワークに関しては全く

議論されていない。 
10）地域の子ども家庭に対する養育支援に関しては、社会的養護が支援するという立場

でのみ語られ、地域での養育支援は議論されていない。 
 11）社会的養育のあるべき全体像とそこに至るプロセスが提示されていない。 
 
 本検討会では、今回の児童福祉法の改正に基づき、子どもが家庭で育つ権利を基本にし

つつ、社会がその養育の一端を担うことが不可欠なことを踏まえ、分離ケアとしての社会

的養護のみの観点からではなく、全ての家庭を対象にした社会的養育という観点でその在

り方と実現の方向性を提示することとした。なお、その際に最も重要としたのは子どもか

らの視点である。 

平成２９年４月２１日 

第12回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 
資料２ 

平成 29 年 2 月 24 日「第 10 回新たな社会的養育の 
在り方に関する検討会」資料４から変更なし 
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 以下は、本検討会で最終的に提示すべき項目案である。 
 
１．法改正とその実装に関する評価 
 
２．社会的養育全体像とその達成プロセスへの提言 
 １）子どもを中心として、「継続性」「永続性」を考えた社会的養育全体の図を作成する

（図１） 
２）それぞれのケアの在り方およびケアの形態が変化するときの移行期のケアの在り方

を提言 
３）その実現へのプロセスを提言する 

 
３．社会的養育の基準（物理的基準からのケアの質の基準へ） 
 １）代替養育（分離ケア）・一時保護所に関する基準 
（１）最低基準項目の改定案の提示 

 （２）第三者評価基準及び評価の在り方に関する提言 
 ２）保育園等の協働養育についての養育の質の基準に対する提言 
 ３）家庭養育に関しての支援とその基準 
 ４）子どもの声を聞く、アドボケート制度の構築 
 
４．家庭への支援（市町村 WG の成果を検討して提言） 
 １）子ども家庭のニーズに応じた在宅支援サービスのあり方 
 ２）子ども家庭支援拠点のあり方に関する検討 
３）通所措置（治療的デイケア）に向けての提言 
３）児童家庭支援センターの改革（再定義？）の提言 
４）特定妊婦のケアの在り方への提言（含：内密出産制度） 

 
５．児童相談所に関係する改革（人材育成 WG の成果を検討して提言） 
 １）永続的家庭という育ちの場の保障を見据えたソーシャルワークへの提言 
 ２）それを可能にする人材育成、専門性の向上、資格化の可能性への提言 
３）機能分化や通告窓口の一本化を含めた児童相談所の役割のあり方に関する提言 
４）政令市・中核市・特別区の児童相談所の在り方への提言 
５）子どもの権利保障のための児童福祉審議会の児童相談所の対応に関する審査 

 
６．社会的養護（インケア） 
 １）代替的養育（分離ケア） 
 （１）改正児童福祉法第 3 条の２の定義 
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  「家庭と同様の養育環境」「それが適当でない場合」「できるだけ良好な家庭的環境」 
 （２）それに基づく社会的養護の在り方への提言 
（３）子どもの意見表明権の保障、アドボケート制度の構築 
（４）包括的里親養育事業（fostering agency）のガイドライン 

 （５）里親制度：里親名称変更の提言・職業里親に関しての検討・母子里親 等 
（６）「継続性」「永続性」を担保するソーシャルワークへの提言 
（７）産前産後母子ホームのあり方の提言 

 （９）養子縁組制度に対する提言（養子縁組後支援を含む） 
 （10）分離ケアを担う人材の研修方法に関する提言 
 ２）在宅での養育ケア 
 （１）在宅でのインケアとは 
 （２）27 条 1 項 2 号の措置とその委託 （在宅措置） 
 （３）通所措置 
 ３）全体として 
 （１）社会的養育全体像に基づく施設の在り方の提言 
（２）アドミッションケア、インケア、リービングケアに関する提言 

 
７．一時保護（委託を含む） 
 １）一時保護を行う場に関する提言 
    一時保護所も代替的養育の指針にのっとって 
２）一時保護時の養育及びケアに対する提言（ケアの変更時の支援を含む） 

 
８．アフター・ケア 
 自立保障の在り方に関する提言とアフタケア・ガイドラインの作成 
 １）自律・自立のための養育のあり方に関する提言 
 ２）継続的支援の保証 
 ３）そのマネージメントを行う機関のありかた 
 ４）地域生活支援 
 ５）実家機能 
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新たな社会的養育の在り方に関する検討会の進め方と議論のポイント（未定稿） 

 
  
１． 新たな子ども家庭福祉実現への進捗状況の把握と全体の俯瞰 

 ロードマップの提示とその進捗状況の把握 
① 法改正事項それぞれの実現へのロードマップの作製 

 ⇒叩き台作成を事務局に依頼 
 ⇒それを議論して、必要に応じて修正 

② それに基づき、毎回の検討会時点での進捗状況を確認 
③ 「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」で議論されたが、積み残さ

れている課題を含めて全体を俯瞰する 
 

２． 新たな社会的養育の在り方を明確化し、その実現を図る 
１） 社会的養育の基準の明確化 

 物理的基準から養育の質の基準へ 
 子どもの権利を基礎とした基準へ 
 

 ２）社会的養育の構造 
(1)家庭支援 

 改正児童福祉法第三条の二 
  国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、

児童の保護者を支援しなければならない。 
 議論すべき事項 

① 家庭への養育支援のあり方 
 子どものための支援であることが基本 
 要支援家庭のアセスメント 
 支援の在り方 
 在宅措置の在り方 
 社会的養護との連続性 
 児童家庭支援センターや民間支援機関の在り方 

② 保育園等の補完的養育 
 保育園での養育の質の向上に向けて 

③ ショートステイ等の短期的ケア 
 ショートステイの機能の明確化や利用形態のあり方 
 全体の支援計画の中の組み込み方 

平成２９年４月２１日 

第12回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 
資料３ 

平成 28 年 9 月 16 日「第２回新たな社会的養育の 
在り方に関する検討会」資料３から変更なし 
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 (2)社会的養護 
改正児童福祉法第三条の二 
   ただし・・・児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場

合にあっては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育さ

れるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあ

っては児童ができる限り良好な家庭環境において養育されるよう、必要な措置を講じ

なければならない 
議論すべき事項 

① 「家庭環境と同様の養育環境」の明確化 
養子縁組、里親、里親ファミリーホーム 

  里親類型の見直しや新設 
② 包括的な里親養育事業（fostering agency）の在り方 
③ 社会的養護としての位置づけによる「里親」の名称変更 
④ 「家庭及び当該養育環境で養育することが適当でない場合」の条件を明確化 
⑤ 「できる限り良好な家庭環境」の条件を明確化 
⑥ 社会的養護における「継続性」(continuity) と永続性（permanency）の担保

のあり方 
 ・「継続性」を重視したソーシャルワークの在り方 
・子どもの立場に立った継続性・永続性とその計画（permanency planning） 

  ・子どもへの説明、意見聴取、同意 
 ・子どもにとって必要不可欠な措置変更の条件の明確化とそれ以外の措置変 

更の防止 
 ・養育者との関係性の継続の重視 
 ・養育者の頻繁な変更の回避と不可欠な養育者変更時の子どもへのケア 
 ・個の記録の確保 
 ・ゲートキーパー的な役割を果たす部署や人材 

⑦ 措置時、措置解除時等における移行期のケアのあり方 
⑧ それらの原則を守れる社会的養護体系の在り方 

 ・施設養護の専門性 
 ・施設類型の見直し ・施設養護の人員の配置基準 
 ・専門性による体系の再編成 
 ・ケアの個別化の必要性 

⑨ 社会的養護提供時の家庭支援 
⑩ その他必要な事項 
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 (3) 一時保護 
   ①法改正によって明確になった機能の在り方 

②一時保護での養育基準の提示、「一時保護所」の在り方、一時保護委託の在り方 
（物理的基準のみならず、養育の質の基準の明確化） 

    ③第３者評価の在り方 
３)自律・自立保障 
 議論すべき事項 
(1) 継続的支援の保障（対象年齢以上のものを含む） 
① 措置をした自治体の責任の明確化と制度的枠組みの構築 
② 自治体におけるケア・リーバー支援の担当部署の設置と専門職配置 
③ 措置解除後の支援のあり方を含む自立支援計画の策定 
④ 措置解除時の関係機関合同会議と支援計画の確認 
⑤ 支援計画の実行における自治体と施設・里親の役割分担と連携 
⑥ 措置解除後、一定年齢までの定期的な面談と相談機会の確保のあり方 
⑦ 施設等の退所後の地域生活支援機能の強化と予算措置、人的配置 
⑧ 自立援助ホームの成人後の利用の条件の再検討 
⑨ 当事者の参画のあり方 

 
(2) 自律・自立のための養育のあり方と進路保障 

① 自律・自立の基盤としての養育者とのアタッチメントと信頼関係の形成 
② 生活管理能力と「支援を求める力」の形成 
③ 原家族との関係の整理と再構築のあり方 
④ 親密圏での暴力（性暴力を含む）と加害・被害の回避に関する知識・態度の醸成 
⑤ 高卒後の進学・修学機会の保障と経済的支援 
⑥ 職業意識の形成、就労機会の確保 
⑦ 社会保障、労働法規等、市民的権利の知識と活用能力の形成 
⑧ ステップハウス等の整備と活用 

 
(3) 地域生活の支援のあり方 
① 措置解除後、一定年齢までの定期的な面談と相談機会の確保（再掲） 
② 社会保障、医療サービス等、社会制度の利用の支援 
③ 地域生活開始の初期費用の支給と日常生活能力の形成 
④ 金銭管理の支援と債務問題の回避 
⑤ 暴力被害（性暴力を含む）時の早期介入と対応のあり方 
⑥ 法的支援の保障と弁護士費用等の確保 
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⑦ 職場定着の促進と離職時の生活支援 
⑧ 家族形成、妊娠と出産（本人・パートナー）時の支援と他制度へのつなぎ 
⑨ 当事者団体の形成の促進と活動の支援 

 
３．「社会的養護の課題と将来像」から「新たな社会的養育の構築」に向けて 
  ・全ての子ども家庭（ポピュレーション）から社会的養護までを視野に入れた社会的

養育の検討が必要 
  ・サービス提供側の視点からの「社会的養護の課題と将来像」から子ども側の視点か

らの「新たな社会的養育の構築」へ 
  ・子どものニーズに沿った計画 
  ・子どもを中心とした「新たな子ども家庭ソーシャルワーク」の確立 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成員提出資料 
 
 
 
 
 
 

伊 達 構 成 員・・・・・・・・・・・・・ １ 

  

井 上 構 成 員・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第12回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 

平成２９年４月２１日 
資料４ 



 



第１２回「新しい社会的養育の在り方に関する検討会」提出資料 (2017.4.21)  
 

成果として提示すべき事項（委員長案～「社会的養護の課題と将来 
像」から「新たな社会的養育の構築」に向けて～)に関する意見 

 
 
(そろそろ報告書をまとめる時期ですので、私見を述べます。) 
一、1 ページ目の前文について 
１、見直しの視点 

奥山委員長案は、『社会的養護の課題と将来像』(２０１２)の問題点を、『児童の代替

的養護に関する指針』(国連２０２９)との違いとして指摘しています。私も同じ捉え方

ですが、まず強調すべきは「家庭養護 family-based care と家庭的養護 family like care
の表層的な整合性」というより、『指針』における「目的」についてです。『指針』で謳われ

ている「目的」のところが、この『課題と将来像』では抜け落ちているからです。 

ちなみに『指針』の「目的」の(２)には「以下の事柄を狙いとする」と記され、⒜で「永続

的解決策 Permanent solutions」を掲げ、⒝に「永続的解決策が実現不可能か、児童の

最善の利益に沿っていない場合」には「最も適切な形式 the most suitable forms」の

代替的養護を特定すること、と記されています。 

 

 ２、「永続的解決策」における二つの原則 

『指針』の手引書となっている『前進 MOVING FORWARD』によれば、「永続的解決策」

は「必要性の原則 necessity principle」と「適切性の原則 suitability principle」

の二つから説明されています。 

そこでは社会的養護児童が“十把一からげ”や“残余対象”として副次的に扱われ

てしまわないように、第一に分離についてしっかりと判断することが求められていま

す。それが『必要性の原則』ということです。そして次に、それでも必要な場合には

児童の最善の利益が追求されるべきで、そこで求められるのが「適切性の原則」と呼

ばれているものです。 

したがって本検討会でも、まず「永続的解決策」という考え方に立ち、そこへ至る

プロセスについて書込んでおくことが必要になるかと思います。 

 

 ３、「パーマネンシー保障」と「介入後の一連のプロセス」 

本検討会においても、虐待対応件数が１０万件を超えていること、児相がキャパシ

ティーオーバー状態になっているため里親や施設でおこなわれる社会的養護を含む

「介入後の一連のプロセス」がおかしくなっていること、こうしたことを踏まえて「パ

ーマネンシー保障」の重要性が議論されてきたと思います。 
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したがって『指針』の「目的」について書き込むことによって、「パーマネンシー保

障」という捉え方を通奏低音としながら、「必要性の原則」から「適切性の原則」へと

至る一連の流れの中で「最も適切な形式」をつくり出すこと、との認識が深まること

を願うものです。このことが「個別化」の視点であったと思います。 

 

４、「新しい社会的養育」と「社会的養護」の関係 

   戦災孤児・浮浪児の緊急保護対策を必要としていた戦後の一時期、わが国でも施設

が大規模化(スケールメリットのための「下限設定」)していったという時期がありま

した。これは「社会的養護」を“十把一からげ”や“残余的対象”として扱ってしま

う「劣等処遇」につながる副次的アプローチという方向です。 

   今回の在り方検討委員会の方向性である「新しい社会的養育」(広義)という捉え方

は「社会的養護」(狭義)を包括するものとして捉えられていますが、虐待対応に追わ

れている今日にあっては、ふたたび保護が先行して養育の課題が見失われやすくなっ

ています。それを考えると、「社会的養護」は養育の質の確保に向けた「脱副次化」を

鮮明に打ち出すことが必要ではないかと考えます。この「社会的養護の脱副次化」の

方向を包括して、「社会的養育」の議論が深められていくことを望みたいと思います。 

 

 

(旭児童ホーム 伊達直利) 
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一時保護の現状について

平成２９年４月２１日

第12回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会

参考資料



１ 設置の目的
一時保護所は、児童福祉法第１２条の４に基づき児童相談所に付設もしくは児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置され、虐待、

置去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するための施設。

２ 設置主体
児童福祉法第１２条の４に基づき、必要に応じて児童相談所に付設するもの。

全国に１３６か所（平成２８年４月１日現在）設置されている。

３ 費 用
児童福祉法第５３条に基づき、地方公共団体が支弁した費用の２分の１を国が負担する。

補助率 ：国１／２、都道府県、指定都市、児童相談所設置市１／２

２９年度予算額：児童入所施設措置費等１２２，７１５，６０２千円の内数

４ 一時保護の具体例
（１） 緊急保護

ア 棄児、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを保護する必要がある場合

イ 虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合

ウ 子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合

（２） 行動観察

適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合

（３） 短期入所指導

短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等が有効であると判断される場合であって、地理的に遠隔又は子どもの性格、環境等の条件
により、他の方法による援助が困難又は不適当であると判断される場合

５ 対応件数（一時保護所内保護件数）

総 数 養 護 （うち、虐待） 障 害 非 行 育 成 その他

２３，２７６ １７，５５４ （１１，６０７） ９０ ３，５３６ １，８７０ ２２６

（平成２７年度件数）

【出典：福祉行政報告例】

一時保護所の概要
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１ 根拠

児童福祉法施行規則第35条 「児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準（昭和23年省令）の規定を準用」

２ 設備の基準

（１） 児童の居室、相談室、調理室、浴室、便所を必置とする

（２） 居室に関する条件

1居室定員
児童

ひとりあたり面積
乳幼児のみ
1居室定員

乳幼児のみ
ひとりあたり面積

その他

4人以下 4.95㎡以上 6人以下 3.3㎡以上 年齢等に応じ男女の居室を別にする

（３） その他の設備条件
・便所 男子と女子を別（少数の児童を対象とする場合を除く）
・医務室及び静養室 児童30人以上の場合必置
・職業指導に必要な設備 児童の年齢、適性等に応じて設置

３ 職員配置
（１） 必置とする職員

・児童指導員、嘱託医、保育士
・心理療法担当職員（※児童養護施設は心理療法を要する子ども又は保護者10人以上の場合に配置）
・個別対応職員（児童定員10人以下の場合は置かなくても可） （※児童養護施設は定員にかかわらず必置）
・栄養士（児童定員40人以下の場合は置かなくても可）
・調理員（調理全部委託の場合は置かなくても可）
・看護師（乳児が入所する場合は必置）
・職業指導員（実習設備を設けて職業指導を行う場合に必置）

（２） 職員配置基準

児童指導員及び
保育士の総数

2歳未満幼児
1.6人につき

1人以上

2歳以上3歳未満幼
児2人につき

1人以上

3歳以上
幼児4人につき

1人以上

小学校始期以降児
童5.5人につき

1人以上

児童45人以上
入所の場合
更に1人以上

看護師 乳児1.6人につき1人以上（乳児入所の場合必置）

一時保護所の設備及び職員配置基準
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都 道 府 県
政令指定都市

児童相談所設置市

２８年度
（H28.4.1現在）

児童相談所 一時保護所

北海道 8 8
青森県 6 1
岩手県 3 3
宮城県 3 1
秋田県 3 1
山形県 2 2
福島県 4 4
茨城県 3 1
栃木県 3 1
群馬県 3 1
埼玉県 6 4
千葉県 6 6
東京都 11 7

神奈川県 5 3
新潟県 5 3
富山県 2 2
石川県 2 2
福井県 2 2
山梨県 2 2
長野県 5 2
岐阜県 5 2
静岡県 5 2
愛知県 10 2
三重県 5 2
滋賀県 3 2
京都府 3 3
大阪府 6 2
兵庫県 5 1
奈良県 2 1

和歌山県 2 1
鳥取県 3 3
島根県 4 4
岡山県 3 2
広島県 3 2
山口県 6 1

都 道 府 県
政令指定都市

児童相談所設置市

２８年度
（H28.4.1現在）

児童相談所 一時保護所

徳島県 3 1
香川県 2 1
愛媛県 3 3
高知県 2 1
福岡県 6 4
佐賀県 1 1
長崎県 2 2
熊本県 2 1
大分県 2 1
宮崎県 3 3

鹿児島県 3 2
沖縄県 2 2
札幌市 1 1
仙台市 1 1

さいたま市 1 1
千葉市 1 1
横浜市 4 4
川崎市 3 2

相模原市 1 1
新潟市 1 1
静岡市 1 1
浜松市 1 1

名古屋市 2 2
京都市 2 1
大阪市 1 2
堺市 1 1

神戸市 1 1
岡山市 1 1
広島市 1 1

北九州市 1 1
福岡市 1 1
熊本市 1 1

横須賀市 1 1
金沢市 1 1
合 計 209 136

児童相談所及び一時保護所の設置状況
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一時保護所への一時保護 児童福祉施設等への一時保護委託

32,045

36,950

8,838（43.6％）

9,700（46.7％）

10,105（47.5％）

10,695（48.6％）

11,607（49.9％）

11,451（56.4％）

11,077（53.3％）

11,176（52.5％）

11,310（51.4％）

11,669（50.1％）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

児童虐待

それ以外

単位（件）

20,289

20,777

21,281

22,005

23,276

4,413（44.2％）

5,191（46.1％）

5,382（44.8％）

6,121（46.5％）

6,194（45.3％）

5,572（55.8％）

6,077（53.9％）

6,634（55.2％）

7,048（53.5％）

7,480（54.7％）

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

児童虐待

それ以外9,985

11,268

12,016

13,674

13,169

13,251（43.8％）

14,891（46.5％）

15,487（46.5％）

16,816（47.8）

17,801（48.2％）

17,023（56.2％）

17,154（53.5％）

17,810（46.5％）

18,358（52.2％）

19,149（51.8％）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

児童虐待

それ以外

30,274

33,297

35,174

一時保護の状況
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児童虐待 虐待以外の養護 障害 非行 保健・育成他 総　　数

平成23年度 8,838( 43.6%) 6,231( 30.7%)   276( 1.4%) 3,175( 15.6%) 1,769(  8.7%) 20,289(100.0%)

平成24年度 9,700( 46.7%) 5,825( 28.0%)   197( 1.0%) 3,092( 14.9%) 1,963(  9.4%) 20,777(100.0%)

平成25年度 10,105( 47.5%) 5,934( 27.9%)   104( 0.5%) 3,167( 14.9%) 1,971(  9.3%) 21,281(100.0%)

平成26年度 10,695( 48.6%) 5,918( 26.9%)   118( 0.5%) 3,199( 14.5%) 2,075(  9.4%) 22,005(100.0%)

平成27年度 11,607( 49.9%) 5,947( 25.5%)    90( 0.4%) 3,536( 15.2%) 2,096(  9.0%) 23,276(100.0%)

○ 平成27年度の一時保護所内の一時保護件数は23,276件であり、保護理由については、「児童虐待」が
49.9%と最も多く、次いで、「虐待以外の養護」が25.5%となっている。

平成27年度　保護理由別件数

保健・育成

他

2,096件
(9.0%)

非行
3,536件
（15.2%)

障害
90件
（0.4%)

虐待以外
の養護
5,947件
（25.5%)

児童虐待
11,607件
（49.9%)

総数
２３，２７６件
（１００％）

8,838件（43.6%)

9,700件(46.7%)

10,105件(47.5%)

11,607件（49.9%)

11,451件(56.4%)

11,077件(53.3%)

11,176件(52.5%)

11,669件(50.1%)

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000

H23

H24

H25

H26

H27

児童虐待の割合 児童虐待

その他

10,695件（48.6%） 11,310件（51.4%）

児童虐待
その他

※平成２２年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値

【出典：福祉行政報告例】

児童相談所での所内一時保護の状況
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

8,838 [66.7%] 9,700 [65.1%] 10,105 [65.2%] 10,695 [63.6%] 11,607 [65.2%]

4,413 [33.3%] 5,191 [34.9%] 5,382 [34.8%]  6,121 [36.4%]  6,194 [34.8%]

児童養護施設 1,935( 43.8%) 2,279( 43.9%) 2,229( 41.4%) 2,539( 41.5%) 2,523( 40.7%)

乳児院   810( 18.4%) 1,050( 20.2%) 903( 16.8%) 1,090( 17.8%) 1,109( 17.9%)

児童自立支援施設    43(   1.0%)    64(   1.2%)    61(   1.1%)    74(   1.2%)    69(   1.1%)

情緒障害児短期治療施設    56(   1.3%)    62(   1.2%)    58(   1.1%)    66(   1.1%)    58(   0.9%)

障害児関係施設   267(   6.1%) 310(   6.0%) 371(   6.9%) 406(   6.6%) 452(   7.3%)

その他社会福祉施設   114(   2.6%) 150(    2.9%) 123(    2.3%) 132(    2.2%) 129(    2.1%)

警察等   189(   4.3%) 192(    3.7%) 282(    5.2%) 226(    3.7%) 399(    6.4%)

里親   532(  12.1%) 583(   11.2%) 662(   12.3%) 941(   15.4%) 783(   12.6%)

その他   467(  10.6%) 501(   9.7%) 693(  12.9%) 647(  10.6%) 672(  10.8%)

一時保護総数 13,251 14,891 15,487 16,816 17,801

＊ [　　　]は、一時保護総数に占める割合。 (　　　)は、一時保護委託に占める割合。
※平成２２年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値

一時保護委託

一時保護所内

○ 平成27年度の児童虐待が理由の一時保護件数は17,801件であり、そのうち一時保護委託件数は6,194件で、児童虐
待を理由とする一時保護総数の約35%を占めている。また、一時保護委託先内訳では、乳児院・児童養護施設への委
託が合計で3,632件と約6割を占めている。

【出典：福祉行政報告例】

児童虐待による一時保護委託の状況
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１日当たり保護人員及び平均在所日数 年間平均入所率

（人）（日）

※H27.1～12の間の一時保護所（136カ所）の平均入所率

○ 保護人員、平均在所日数ともに増加傾向 ○ 年間平均入所率は保護所により様々

※平成２２年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値

1,011

1,1581,207
1,320

1,384
1,4751,5111,5401,541

1,618
1,693

1,798
1,885

20.4

22.4

24.3
25.9

26.7
28.0 28.6

27.7 27.7 28.4 29.0 29.8 29.6

500

1,000

1,500

2,000

10

15

20

25

30 １日当たり保護人員（人）

平均在所日数（日）

【出典：福祉行政報告例】 【厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調べ】

入所率
20％未満
１６か所
（11.8％）

入所率
20％以上
40％未満
３４か所
（25％）

入所率
40％以上
60％未満
２６か所
（19.1％）

入所率
80％以上

100％未満
１９か所
（14％）

入所率
100％以上

８か所
（5.8％）

入所率
60％以上
80％未満
３３か所
（24.3％）

１３６か所
１００％

一時保護所の現状
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歌
山
県

鳥
取
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岡
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広
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県
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県
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川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県
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分
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県

鹿
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沖
縄
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札
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市

仙
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市

さ
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市
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市

川
崎
市
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市

新
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市

静
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市

浜
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古
屋
市

京
都
市

大
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堺
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神
戸
市

岡
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広
島
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北
九
州
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岡
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熊
本
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横
須
賀
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金
沢
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【出典】 福祉行政報告例［平成２７年度］

○ 平均在所日数 ＝ 年間延日数／年間対応件数
○ 全国平均値 ： ２９．６日 （前年度平均値 ： ２９．８日）

（参考）一時保護の期間は原則として２か月を超えてはならないとされている。

全国平均値
２９．６日

都道府県等別一時保護所での平均在所日数
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【趣旨】
○ 個別対応できる児童相談所一時保護所の環境改善については、平成２７年３月２０日に閣議決定された「少子化社会対策大綱」に

おいて、前計画である「子ども・子育てビジョン」に引き続き、平成３１年までに、全都道府県・指定都市・児童相談所設置市での実施を
目指すこととされている。

【現状１】
○ 個別対応のための環境改善が図られている一時保護所の数：９７か所（７１．３％）

※一時保護所数：１３６か所
（平成２８年４月１日現在）

自治体名 図られている 図られていない 今後の改善予定

北海道 2 6 0

青森県 1 0 0

岩手県 0 3 0

宮城県 1 0 0

秋田県 0 1 0

山形県 2 0 0

福島県 1 3 1

茨城県 1 0 0

栃木県 1 0 0

群馬県 1 0 0

埼玉県 1 3 0

千葉県 6 0 0

東京都 7 0 0

神奈川県 3 0 0

新潟県 1 2 0

富山県 1 1 0

石川県 2 0 0

福井県 0 2 0

山梨県 1 1 0

長野県 1 1 1

自治体名 図られている 図られていない 今後の改善予定

岐阜県 1 1 1

静岡県 1 1 1

愛知県 0 2 0

三重県 2 0 0

滋賀県 0 2 1

京都府 3 0 0

大阪府 2 0 0

兵庫県 1 0 0

奈良県 1 0 0

和歌山県 1 0 0

鳥取県 2 1 0

島根県 3 1 0

岡山県 2 0 0

広島県 0 2 0

山口県 1 0 0

徳島県 1 0 0

香川県 1 0 0

愛媛県 3 0 0

高知県 1 0 0

福岡県 4 0 0

一時保護所における個別対応のための環境改善
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【現状２】

※「図られている」場合の内容は以下のとおり。
① 行動様式が異なる子どもが入所している場面があることから、生活場面の流れや状況の変化に応じてそれぞれに対応できる職員体制を確保
② 夜間や子どもの学習時間帯など、職員の勤務形態や専門性の観点から対応が困難な場面においては、夜間対応協力員、学習指導協力員などを

適宜配置
③ 子どもの年齢や性別に応じた処遇が可能となる居室の整備
④ 個別指導等に使用できる個室の整備や、ユニット化などによる生活空間の小規模化（発達障害児や非行児童等について、子ども自身の情緒等の

安定を図るため又は他の児童からの刺激の軽減や他の児童に対する影響等への配慮が必要な場合）
⑤ 子どもの状況に合わせて居室を提供（グループ分け）できるよう、居室を小規模化
⑥ 行動様式等が異なる子どもの混合処遇とならないよう自治体内の他の一時保護所と入所児童の受入れについての役割分担の実施
⑦ 配慮が必要な子どもについて、児童養護施設等に一時保護委託できるよう、施設等と取り決めの実施
⑧ その他（例：臨時職員の配置、必要に応じた面接の実施 等）

自治体名 図られている 図られていない 今後の改善予定

佐賀県 1 0 1

長崎県 1 1 0

熊本県 1 0 1

大分県 1 0 0

宮崎県 1 2 1

鹿児島県 1 1 0

沖縄県 2 0 0

札幌市 1 0 0

仙台市 1 0 0

さいたま市 1 0 0

千葉市 1 0 0

横浜市 4 0 0

川崎市 2 0 0

相模原市 1 0 0
新潟市 1 0 0

自治体名 図られている 図られていない 今後の改善予定

静岡市 1 0 0

浜松市 1 0 0

名古屋市 2 0 0

京都市 1 0 0

大阪市 0 2 0

堺市 1 0 0

神戸市 1 0 0

岡山市 1 0 0

広島市 1 0 0

北九州市 1 0 0

福岡市 1 0 0

熊本市 1 0 0

横須賀市 1 0 0

金沢市 1 0 0

合計 97 39 8

【厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調べ】 10



１．児童相談所の一時保護所における処遇の向上

個別対応の推進や混合処遇の解消を図るための整備 ＜２８年度補正予算・次世代育成支援対策施設整備交付金70億円の内数＞
児童相談所の一時保護所において、年齢、性別、入所事由（虐待、非行等）、その他個々の児童の特性に配慮した処遇を図るため、①個別対応

や混合処遇解消のための居室の小規模化や施設の模様替等、②入所児童の処遇環境の向上を図るための浴室、食堂等の改修工事等の整備を
行う。

・ 補助率： 定額（２／３相当） ← 通常１／２相当のところを引き上げ

一時保護所におけるきめ細かいケアの推進（一時保護機能強化事業）＜２９年度予算・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業１５４億円の内数＞
子どもの日常生活に寄り添って丁寧かつ専門的なケアを行う心理担当職員等を配置する。

・ １児童相談所当たり：（１人配置につき） ＠１，６３５千円（年額）
・ 補助率： １／２

一時保護所における第三者評価の受審費用の創設 ＜２９年度予算・児童入所措置費等１，２２７億円の内数＞
一時保護所において、質の確保・向上を図るための第三者評価を受審する費用を創設する。

・ １児童相談所当たり：（１人配置につき） ＠３０８千円（年額）
・ 補助率： １／２

２．一時保護委託先となる児童養護施設等における処遇の向上

一時保護児童の受入機能強化のための整備 ＜２８年度補正予算・次世代育成支援対策施設整備交付金７０億円の内数＞
委託一時保護された子どもが、落ち着いた環境の下で、きめ細かいケアを受けることができるよう、４人～６人の一時保護児童の受入のための

小規模グループケア設備の整備を行う。
・ 補助率： 定額（２／３相当） ← 通常１／２相当のところを引き上げ

・ 対象施設： 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設及び児童心理治療施設

児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の充実 ＜２９年度予算・児童入所施設措置費等１，２２７億円の内数＞

一時保護児童の受入機能強化のための整備（上記）を行った施設に対して、受入経費を加算（※対象施設は都道府県等が指定）
・ １施設当たり加算額：＠１７，８００千円程度（年額） → 専任職員２名＋非常勤職員を配置
・ 補助率： １／２

里親への一時保護委託手当の改善 ＜２９年度予算・児童入所施設措置費等１，２２７億円の内数＞

家庭養護を行う里親への一時保護委託を推進するため、平成２８年度から委託した際の手当をこれまでの日額２，３６０円から４，０４０円に改善

虐待を受けた子ども等の一時保護は、「児童相談所が一時保護所で実施する場合」と、「児童養護施設等に委託して実施す
る場合」があり、それぞれにおいて、以下のとおり子どもの処遇向上を図る。

一時保護された子どもの処遇向上に関する予算について
（平成28年度補正予算・平成29年度予算）
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